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社会保険労務士事務所リーガルネットワークスが毎月発信するニュースレターです。 

失業保険（失業手当）とは、職を失った人が生活に困ることなく再就職するために転職活動を

行えるよう国が失業者に対して行う経済的支援制度のことです。ただし、職を失った人全てが

受け取れるわけではありません。失業保険を受け取ることができる条件として「就職しようとす

る積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことがで

きない」という、ハローワークが定める“失業の状態”であることが前提となります。また、“失業

の状態”にある全ての人が給付の対象になるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に入

っており、一定の条件を満たした人が対象となります。 今回は、この一定の条件に改正があ

ったのでご説明したいと思います。 

■失業保険給付における法改正について■ 
 

失業保険の受給資格の改正 

一般的な退職者のほとんどが自己都

合による退職に該当します。今までは

離職の日以前 2 年間に勤務先で雇用

保険の被保険者期間(※)が通算して

12 か月以上あることが必須要項でし

たが、今回の改正により、アルバイト

や時間給の人で賃金支払い日数が足

りなかった場合でも時間数の要件をク

リアすれば受給要件が満たされる場

合があります。令和 2 年 8 月 1 日より ※被

保険者期間は、雇用保険の被保険者であった

期間のうち、賃金支払基礎日数が 11 日以上あ

る月を 1 カ月として算出。 

参照：「失業等給付における」（厚生労働省

HPhttps://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pd

f 

「給付制限期間」が 2 か月に短縮 

給付制限期間とは、自ら失業の状態を

発生させるなど一定の事由に該当した

場合に支給が制限される期間のことで

す。今回の改正でこの給付制限期間が

3 か月要していたのに対し、5 年間のう

ち、2 回までは給付制限期間が 2 か月

に短縮されました。この制度は令和 2
年度 10 月 1 日より適用となります。こ

の改正は生活を送りながら就職活動を

する受給者への経済的負担が軽減さ

れることが目的とされています。しかし

2020 年 9 月末までの離職は従来通

り、3 か月の給付期間が適用となります

のでご注意ください。 

参照：「給付制限期間の 2 か月短縮に関して」（厚生労働

省 HP）
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/00065546
5.pdf 

 

 

 


